
獣医師免許を持つ

「食鳥検査員」による
3段階の検査

お肉になった後に適用される「食品衛生法」

食品衛生法

お肉の流通ルート

お肉はどうやって店まで運ばれるの？

食肉センターや食鳥処理場から法律に基づいた

適正温度以下に冷却して出荷されたお肉は、

鮮度を保ち、一般的に食肉処理業者を経て

食肉販売業者にとどけられます。

A

第1章  お肉が食卓にとどくまで

鶏は牛や豚とは異なり、

「食鳥処理場」へと運ばれて3段階の検査とともに

「とさつ・中抜き」「解体処理・包装」を行い、

お肉として出荷されます。

A
鶏は牛・豚と同じ場所でお肉になるの？

第1章  お肉が食卓にとどくまでQ9

　家畜・家きんは「家畜伝染病予防法」「飼料安全法」などに基づい
て安全管理をしていますが、食肉になった後は「食品衛生法」が適用
されます。この法律では、食肉処理業者（食肉卸）や食肉販売業者（食
肉店等）の施設基準、「食肉は10℃未満で流通、保管しなければなら
ない」など衛生的な取り扱いの規制、残留物質の規制などが定められ
ているため、安全な食肉が私たちの食卓にとどけられています。

検査員がケージ越しに1羽
1羽観察し、体調が悪そう
だったり、病気にかかってい
る鶏を取り除きます。

羽毛を抜き取り、水洗いし
た「と体」の表面に病気など
による色の変化などがない
かを観察します。

取り除かれた内臓や腹腔内
の状態を検査し、正常な鶏
肉と内臓肉のみが加工され
ます。

　食鳥処理場では、獣医師免許を持つ『食鳥検査員』が法律
に基づき、1羽ずつ「生体検査」「脱羽後検査」「内臓摘出後検
査」の3段階の検査を行っています。
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　一般的に、食肉センターから出荷された『牛肉』
『豚肉』、食鳥処理場から出荷された『鶏肉』は、そ
れぞれ都道府県知事より食肉を加工・販売するこ
とを許可された「食肉処理業者（食肉卸）」を経て、
都道府県知事の許可を受けた「食肉販売業者（食
肉店等）」にとどけられます。「食肉販売業者」のも
とで小売用にスライス、カットなどされ、店先に並
びます。

　また、流通において『牛肉』『豚肉』は「畜産副生
物（内臓肉）」とは別のルートで運ばれますが、『鶏
肉』は「畜産副生物（内臓肉）」と同じルートで運ば
れています。

　生産農場から出荷された鶏（ブロイラー）は、都
道府県知事の許可を得た「食鳥処理場」へと運ば
れて1羽ずつ『生体検査』を行います。問題がな
かった鶏のみをとさつし、血液、羽毛を除去したも
のが「と体」となり、そこから内臓を除去したものが
「中ぬき」となります。
　異常がなかった『と体』のみを食鳥処理場内の加
工室（場）へと運び、できる限り人の手が触れない
ように機械を使って解体し、「もも」「むね」「手羽さ
き」「手羽もと」など（鶏の部位については39ページ
を参照）は主品目、「ささみ」「きも」「すなぎも」など
は副品目として食卓にとどきます。

　処理場内は温度管理や消毒などの衛生管理も
徹底して行っており、ていねいに包装してから出荷
します。




